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            午前１０時００分 開会 

○議長（吉田 正君） 現在の出席議員は２０名でございます。定足数に達しております

ので、議会は成立いたしました。 

 ただいまから平成２３年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 最初に、特別委員会関係について報告いたします。 

 去る７月１９日に庁舎建設特別委員会が開催され、出席をいたしました。 

 会議では、新庁舎建設の現状報告を受け、質疑、議論がなされました。 

 次に、議長会関係会議の概要を報告申し上げます。 

 ７月２６日に全国市議会議長会第１４１回産業経済委員会が東京都において開催され、

副議長とともに出席をいたしました。 

 議題として、要望書（案）、実行行動、今後の運営について、関係省庁の担当官より説

明を受け、協議をいたしました。 

 また、２５日に徳島県選出国会議員へ要望活動をいたしました。 

 次に、組合議会関係についてご報告を申し上げます。 

 ７月２７日、徳島中央広域連合議会臨時会が、また８月３０日に中央広域環境施設組合

議会臨時会が開催され、出席をいたしました。 

 また、８月１１日に開催された西条大橋沿線・国道３１８号改良促進期成会総会等の諸

会合にも出席をいたしております。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管してありますので、ご高覧く

ださい。 

 次に、監査委員から、平成２３年５月、６月、７月分の例月現金出納検査及び監査結果

報告書が議長あてに提出されております。関係書類を議会事務局に保管していますので、

ご高覧いただきますようお願いします。 

 次に、５月３１日より８月３１日に開催された議会運営委員会までに受理いたしました

陳情書については、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり議案等の提出通知がありましたので、ご報告をい

たします。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 
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 本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（吉田 正君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番樫原伸君、２番藤川豊治君の

両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（吉田 正君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月３１日に議会運営委員会が開かれております。結果につい

て委員長の報告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉川精二君） おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上

げます。 

 平成２３年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、８月３１日午前１０時より第１

委員会室において、議会側から正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策

監、総務部長ほか担当職員の出席のもと議会運営委員会を開催をいたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日９月７日水曜

より９月３０日金曜までの２４日間に決定をいたしました。 

 なお、議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報

告、行政報告、提出議案の説明、監査報告、決算審査特別委員会の設置を予定しておりま

す。 

 次に、９月１５日木曜の本会議は、午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質

問を予定しております。９月１６日も本会議を午前１０時に開会し一般質問、９月２０日

火曜日も本会議を午前１０時に開会し一般質問、その後議案に対しての質疑を受け、各委

員会へ付託を予定いたしております。 

 引き続き、２０日午後１時より庁舎建設特別委員会の開催を予定しております。 

 次に、９月２１日水曜日午前９時３０分より決算審査特別委員会、９月２２日木曜、総

務常任委員会、９月２６日月曜、文教厚生常任委員会、９月２７日火曜、産業建設常任委
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員会をいずれも午前１０時より開会を予定しております。９月３０日金曜は午前１０時よ

り本会議を開会し、各常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決を行い、閉会を予定して

おります。 

 なお、議案第８５号平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について審査をする

ため決算審査特別委員会を委員８名で設置することに決定いたしましたので、よろしくお

願いいたします。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、９月８日木曜明日の正午となっ

ております。 

 円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いし、議会

運営委員長の報告といたします。 

 以上。 

○議長（吉田 正君） 委員長報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月３０日までの２４日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって会期を本日から９月３０日までの２

４日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（吉田 正君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日は、平成２３年第３回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には

お忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろは市行政全

般にわたり格別のご支援、ご協力を賜りまして、心から厚く御礼申し上げたいと思いま

す。 

 最初に、去る９月２日から４日にかけて襲来した台風１２号は、近畿地方を中心に甚大

な被害をもたらしましたが、被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 次に、行政報告として主要事務事業の取り組み状況についてご報告いたします。 
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 まず、企業誘致についてであります。 

 去る昨年９月に、半導体などの表面処理を手がけるメテック北村株式会社の西長峰工業

団地への誘致が決定したところでありますが、いよいよ今月２５日には竣工記念式がとり

行われることとなっております。同社におきましては、現在、来年１月の操業開始に向け

てさまざまな準備をしているところであり、雇用の募集についても今月中旪からハローワ

ークを通して開始する予定と聞いております。市といたしましても、地元雇用の拡大、地

域経済の活性化に大いに期待している次第であります。 

 次に、本年第１回定例会において、今後の合併特例債の活用期限を平成２６年度から２

７年度へ１年間延長することについて、新市まちづくり計画を１年間延長し、合併特例債

を活用することが今後の阿波市の活性化に寄与するものと考えている旨を答弁いたしたと

ころであります。 

 まず、今後重要なハード事業である新庁舎及び交流防災拠点施設建設、給食センター統

合、幼・保連携施設整備、学校施設耐震整備事業などを平成２６年度末までに完成させる

ことはもとより、市内の基幹道路整備、農地整備事業等の継続事業を着実に進める必要が

あります。そのため、阿波市まちづくり計画に基づく普通建設事業検討部会で、さまざま

な事業の洗い出しや本市の財政構造の特色等の検討を行っているところであります。 

 阿波市は、合併特例債の活用期限の終了後、過疎、離島等の条件不利地でなく、財政上

有利な建設地方債が現在の制度上見当たらないことや中・長期計画の普通建設事業を執行

しても将来世代に過大な負担を与えることのないことを踏まえ、１年間の延長は阿波市の

財政運営上、非常に得策であると考えております。 

 合併特例法第５条の規定に基づき、徳島県知事と早急に協議し、その上で議員各位にご

説明申し上げご理解をいただければ、本年１２月の市議会定例会に関係議案を提出したい

と考えております。 

 次に、新庁舎建設事業についてでありますが、去る７月に新庁舎及び交流防災拠点施設

の基本及び実施設計業務について公募型指名競争入札を実施し、去る８月２日に、業務委

託料９，９３７万９，３５０円、履行期間平成２３年８月３日より平成２５年１月３１日

まで等の内容により委託契約を締結いたしました。 

 今後におきましては、市民のための庁舎、市民が親しみを持てる庁舎、市民の安全と安

心を守る庁舎という考え、基本理念のもとに、議会や現在委員を募集しております市民ア

ドバイザー会議を通して、市民の皆様からもご意見をいただきながら基本設計を仕上げ、
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平成２４年度中には実施設計を完了したいと考えておりますので、格別のご協力をよろし

くお願いいたします。 

 また、事業認定申請手続につきましては、現在、申請書類の最終調整を行うとともに、

事業認定に必要とされている関係法令に係る諸手続について関係機関と協議を進めている

ところでありますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

 次に、給食センター統合事業についてでありますが、市内の学校給食業務を統合するた

め、平成２６年度末までに給食センターを建設するとともに、板野郡西部学校給食組合か

らの脱退を円滑に進めるため、昨年度より幹事会を設置し、協議を重ねるとともに、板野

郡西部学校給食組合からの脱退について、市長名の依頼文を去る８月９日に板野郡西部学

校給食組合管理者へ、また８月２４日には板野町長及び上板町長あてに送付しており、本

市の事情を十分に伝えているところであります。上板、板野両町におきましては、一定の

ご理解をいただけるものと考えております。 

 次に、阿波市養護老人ホーム吉田荘についてでありますが、平成２２年４月１日より社

会福祉法人いちご福祉会に運営を移管しております。その後の経緯といたしましては、い

ちご福祉会は平成２２年に阿波町大原に用地を取得し、平成２３年２月中旪から新施設の

建設工事に着工し、今年１１月末に落成式の予定であると伺っております。１２月の上旪

には、新しい施設へ入所者等の移転を行うとお聞きしております。 

 ここで、尐し阿波市養護老人ホーム吉田荘の沿革を申し上げたいと思います。 

 阿波市阿波町東島の故吉田義太郎氏が、昭和４７年１２月１０日に阿波町の高齢者福祉

の向上のために老人ホームの建設を切望され、阿波町に１，０００万円と所有の山林３万

９，３６５平米を寄贈され、その後阿波町は昭和４８年１０月４日に養護老人ホーム吉田

荘の建設に着手し、翌年５月１５日に吉田荘を開所いたしております。その後、平成１７

年４月１日に阿波町は市町村合併し、阿波市となったことに伴い、吉田荘も阿波市へ継承

され、平成２１年度末までの約３５年間直営で運営をしてまいりました。今後、新しい施

設におきましては、養護老人ホーム吉田荘という名称はなくなるとお聞きしております

が、いちご福祉会の格別のご配慮によりまして、吉田ホールという名称で施設の一部を継

承してくださるとのことでありまして、今後も市の老人福祉施設の拠点となってくれるも

のと確信いたしております。 

 次に、阿波市国民健康保険の現状についてでありますが、保険加入者におきましては、

生活習慣病の患者数が他の市町村と比較すると県下でも上位に位置しております。生活習
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慣病の重症化を防ぐために、特定健康診査、集団検診、人間ドックの受診率を向上するた

めの施策を強く推進しております。その具体的対策といたしましては、市内で開催される

各種会議、研修会等におきまして、特定健診受診の普及についての説明を積極的に実施し

ております。また、今月に入り、阿波市ケーブルテレビを通して、私からの特定健診受診

率向上に向けた緊急メッセージを放送したところであり、今後も保健師による特定健診の

受診の方法、市内の保育所園児による家庭へのメッセージ等を放送し、特定健康診査の受

診を呼びかける予定となっております。年々増加する医療費の抑制策の一つとして、市民

の健康増進と安定した国民健康保険特別会計の運営ができるよう努力してまいりたいと考

えております。議会におきましてもご理解、ご協力賜りますよう切にお願い申し上げま

す。 

 次に、平成２２年度決算状況についてご報告いたします。 

 本定例会には、決算関連の案件を提出させていただいておりますが、２２年度の決算状

況につきましては、実質赤字比率の対象となる一般会計等については、実質収支が３億

７，１９５万４，０００円の黒字、連結実質赤字比率の対象となる全会計の実質収支合計

については１４億７，７９３万５，０００円の黒字で、両比率とも該当値がなく、財政の

健全性を保っております。また、実質公債費比率は１０．０％、将来負担比率は３１．

８％となっておりまして、両比率についても早期健全化基準内で運営されております。合

併以後、本市の財政状況は毎年改善されているところでありまして、徳島県下８市あるい

は全国の類似団体においても健全度はかなり高いものであると考えております。また、公

営企業会計に係る資金不足比率についても、資金不足額は生じておりません。 

 このように、平成２２年度決算におきましては、厳しい財政状況下ではありますが、良

好で適正な財政運営を維持することができたところであります。今後におきましても、引

き続き行財政改革に積極的に推進し、中・長期的視点に立って、将来世代に負担を残さな

いよう、効率的で持続可能な財政運営の確立に努めてまいりますので、議員各位のご理

解、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 次に、各種会合への出席についてご報告いたします。 

 去る６月３０日には、徳島市で開催されました四国国道協会総会に参加をいたしまし

た。本会では、四国には必要と判断される道路が数多くあること、南海・東南海地震など

の災害時に必要不可欠な緊急輸送路の整備が必要なことなど、政府及び国会等に対して強

く求めていくことなどを決議いたしました。 
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 次に、７月１１日には、三好市で開催された四国治水意見交換会、四国治水期成同盟連

合会通常総会に出席をいたしました。本会には四国治水期成同盟連合会副会長として出席

し、総会では、治水事業費を大幅に増加し、整備のおくれている四国地方に対して重点的

に傾斜配分するよう積極的に要望活動を展開することなどが活動方針として決定されまし

た。これを受け、８月１日、２日の両日、民主党、国土交通省、県選出の国会議員に対し

まして、河川改修の要望活動を行いました。 

 以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 市長の行政報告が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 報告第  ４号 平成２２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率 

                について 

  日程第 ５ 議案第 ８５号 平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定につ 

                いて 

  日程第 ６ 議案第 ８６号 平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

                算認定について 

  日程第 ７ 議案第 ８７号 平成２２年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認 

                定について 

  日程第 ８ 議案第 ８８号 平成２２年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認 

                定について 

  日程第 ９ 議案第 ８９号 平成２２年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

                決算認定について 

  日程第１０ 議案第 ９０号 平成２２年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入 

                歳出決算認定について 

  日程第１１ 議案第 ９１号 平成２２年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

                歳入歳出決算認定について 

  日程第１２ 議案第 ９２号 平成２２年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳 

                出決算認定について 

  日程第１３ 議案第 ９３号 平成２２年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別 

                会計歳入歳出決算認定について 

  日程第１４ 議案第 ９４号 平成２２年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算 
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                認定について 

  日程第１５ 議案第 ９５号 平成２２年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１６ 議案第 ９６号 平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につ 

                いて 

  日程第１７ 議案第 ９７号 平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号）について 

  日程第１８ 議案第 ９８号 平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２ 

                号）について 

  日程第１９ 議案第 ９９号 平成２３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号） 

                について 

  日程第２０ 議案第１００号 阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関 

                する条例の一部改正について 

  日程第２１ 議案第１０１号 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁 

                償に関する条例の一部改正について 

  日程第２２ 議案第１０２号 阿波市立学校施設使用条例の一部改正について 

  日程第２３ 議案第１０３号 阿波市土柱休養村温泉の指定管理者の指定について 

○議長（吉田 正君） 日程第４、報告第４号平成２２年度阿波市健全化判断比率及び資

金不足比率についてから日程第２３、議案第１０３号阿波市土柱休養村温泉の指定管理者

の指定についての計２０件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案しております議案は、報告案件１件、平成２２年度の決算認定１１件、平成２３年

度予算案件４件、条例案件３件、その他案件１件の計２０件であります。 

 まず、報告第４号平成２２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率については、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

健全化判断比率及び資金不足比率について報告するものであります。 

 次に、議案第８５号平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

９４号平成２２年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの１０件の
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決算認定につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、監査委員の審査

に付しましたので、同法第２３３条第３項の規定により、議会の認定をお願いするもので

あります。 

 次に、議案第９５号平成２２年度阿波市水道事業会計決算認定については、地方公営企

業法第３０条第２項の規定に基づき、監査委員の審査に付しましたので、同法第３０条第

４項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 

 次に、議案第９６号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億２，１４０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１８４億７０万円とするものです。 

 次に、議案第９７号平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８５６万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億１，２６０万５，０００円とするもの

であります。 

 次に、議案第９８号平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）について

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２７９万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億４，６８７万５，０００円とするもので

す。 

 次に、議案第９９号平成２３年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）については、

平成２３年度阿波市水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入の既定の予算額に８５０

万円を追加し、総額を１億６，３４６万８，０００円に、資本的支出の既定の予算額に

６，２４６万４，０００円を追加し、総額を４億６，５３２万６，０００円とするもので

す。 

 次に、議案第１００号阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正については、放送法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部改正を行

うものであります。 

 次に、議案第１０１号阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について及び議案第１０２号阿波市立学校施設使用条例の一部改正につい

ては、スポーツ基本法の施行に伴い、条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第１０３号阿波市土柱休養村温泉の指定管理者の指定については、阿波市土

柱休養村温泉の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減を図るた
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め、地方自治法第２４４条の２第６項の規定による議会の議決をお願いするものです。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長等により説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉田 正君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、報告第４号の補足説明を

させていただきます。 

 平成２２年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）の規定に基づき、監査委員の審査

に付し、同委員の意見をつけて報告するものです。 

 まず、一般会計等に係る健全化判断比率には４つの指標があります。 

 １番目の実質赤字比率につきましては、一般会計等で３億７，１９５万４，０００円の

黒字決算で、実質赤字比率の数値はございません。 

 ２番目の連結実質赤字比率につきましては、対象となる全会計の収支合計が１４億７，

７９３万５，０００円の黒字決算で、連結実質赤字比率の数値もございません。 

 ３番目の実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利

償還金の標準財政規模に対する比率で、平成２２年度決算に係る実質公債費比率は１０％

で、早期健全化基準２５％の範囲内でございます。 

 ４番目の将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率で、平成２２年度決算に係る将来負担比率は３１．８％で、早期

健全化基準３５０％の範囲内でございます。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、すべての公営企業で資金不足

額が生じておりませんので、資金不足比率の数字はございません。 

 以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） ここで、日程第４、報告第４号平成２２年度阿波市健全化判断比

率及び資金不足比率について、代表監査委員の報告を求めます。 

 安友代表監査委員。 
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○代表監査委員（安友治夫君） 失礼します。 

 去る８月３日に我々監査委員と関係職員集まりまして、この件については監査を行いま

した。非常に詳細な資料がございまして、その数値、その他数字を計算する公式とかそう

いうものはすべて正確でございまして、先ほどからご説明に出てきておりますような比率

が出てきております。この件につきましては、監査を完了いたしましたので、ご報告をい

たします。 

○議長（吉田 正君） 以上で報告が終わりました。 

 引き続き、補足説明を求めます。 

 福原会計管理者。 

○会計管理者（福原和代君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、ただいま市長からご提案申し上げました議案のう

ち、議案第８５号平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第９４

号平成２２年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの１０議案につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 お手元に資料としてお配りしてありますＡ３の用紙、こういうものですけれども、表題

に「平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算表」と記載のものでございます。決算書の

内容を要約したものでございますが、ご用意いただきたいと思います。 

 この歳入歳出決算表によりまして総括的に決算の概要の説明を申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは最初に、平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算表の左側の歳入からご説明

申し上げます。 

 表の一番下の行、歳入合計の欄をごらんください。 

 予算現額が２２７億１，５９１万４，０００円に対しまして、収入済額が２１３億１，

３１５万１１５円となっております。予算現額に対する決算額の割合、執行率と申し上げ

ますが９３．８％でございました。収入済額の主なものといたしましては、表の一番上に

なりますが、第１款の市税で、収入済額が３４億６，３８８万３，１０９円で、歳入総額

に占める割合、以下率と申し上げますが、１６．３％でございます。 

 表の中ほどにございます第１０款地方交付税でございます、８３億７，５４３万４，０

００円、率にいたしまして３９．３％、第１４款国庫支出金２７億５，４３３万５，６６
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３円、率にいたしまして１２．９％、一番下のほうになります第２１款市債が２０億１，

８６０万円、率にいたしまして９．５％となっております。 

 次に、右側の表、歳出でございます。こちらも、一番下の合計欄をごらんください。 

 予算現額は歳入と同額、支出の総額は、２０４億４，４８４万７，９４３円で、執行率

は９０％、翌年度繰越額は１５億４，６９９万２，０００円で、不用額は７億２，４０７

万４，０５７円でございます。支出額の主なものといたしましては、表の上から２番目に

なりますが、第２款総務費でございます、２２億１，４７１万２，０９７円、率にいたし

まして１０．８％、その次の第３款民生費５９億９，２７２万８，９２２円、率にいたし

まして２９．３％、下のほうになりますが１０款の教育費です、２２億４，６６１万３，

３５３円、率にいたしますと１１．０％、１つ下の第１２款公債費です、２１億８，９５

７万１，２８０円、率にいたしますと１０．７％となっております。第１３款の諸支出

金、これは基金積立金ですけれども、２９億２，７０４万２，６４８円、率にいたします

と１４．３％でございます。 

 歳入歳出の差し引き額は８億６，８３０万２，１７２円、このうち翌年度へ繰り越すべ

き財源が４億９，７１０万４，０００円、実質収支額は３億７，１１９万８，１７２円の

黒字となっております。 

 なお、歳入歳出決算書の２３１ページから２３５ページにかけましては、財産に関する

調書、また地方自治法第２３３条第５項の規定によります主要な施策についての成果は、

決算書の２３６ページから２５３ページにお示ししてございますので、ご高覧を賜りたい

と存じます。 

 続きまして、表の中ほど、平成２２年度阿波市特別会計歳入歳出決算表でございます。 

 国民健康保険特別会計を初め、９つの特別会計がございます。その総額で申し上げます

と、一番下の欄ですが、予算現額が９０億７，４２９万円、収入済額が９０億９，５５６

万３，４９５円、支出済額は８９億４，７２８万４，２７３円、歳入歳出差し引き額は全

部の会計を合わせますと１億４，８２７万９，２２２円になっております。 

 特別会計のうち決算額の多いものは、国民健康保険特別会計、表の一番上ですが、収入

済額が４７億４５７万５，５０２円、支出済額が４５億９，０７７万１，８９０円、翌年

度への繰越額は４００万円、歳入歳出差し引き額が１億１，３８０万３，６１２円、それ

から介護保険特別会計でございますが、収入済額３８億３，３１９万８，０７２円、支出

済額３８億２，３５０万４，７０４円、歳入歳出差し引き額は９６９万３，３６８円でご
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ざいます。 

 特別会計には、翌年度へ繰り越すべき財源がございませんので、実質収支額も歳入最終

つ差し引き額と同額の１億４，８２７万９，２２２円となっております。 

 それから、国民健康保険ほか８特別会計の公有財産や基金の保有のあるものにつきまし

ては、一般会計と同様に決算書にお示ししてございますので、こちらもご高覧ください。 

 なお、特別会計のうち老人保健特別会計につきましては、平成２２年度で後期高齢者医

療制度への移行期間を終了いたしまして、会計の残金については一般会計に繰り入れ、精

算をいたしました。 

 一番下の表につきましては、平成２２年度阿波市一般会計と特別会計の歳入歳出決算額

を合計したものでございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第８５号から議案第９４号までの補足説明とさせてい

ただきます。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（吉田 正君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９５号平成２２年

度阿波市水道事業会計決算認定について、補足説明をいたします。 

 まず、２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 収益的収入及び支出でございます。収入で第１款水道事業収益の決算額が６億９，８２

３万７，７６４円です。支出は、第１款水道事業費用の決算額が５億５，２１９万８６円

で、差し引き１億４，６０４万７，６７８円の利益となっております。 

 次に、４ページ、５ページをお開きください。 

 ２番の資本的収入及び支出では、収入で、第１款資本的収入の決算額が５，２０８万

６，５８６円です。支出は、第１款資本的支出の決算額が１億９，９８６万５３５円とな

り、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億４，７７７万３，９４９円は、当年度

消費税資本的支出調整額２４１万２，３５２円、当年度損益勘定留保資金１億４，５３６

万１，５９７円で補てんをいたしました。 

 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご認定いた

だけますようよろしくお願いします。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９６号平成２３年

度阿波市一般会計補正予算（第２号）の補足説明をさせていただきます。 
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 平成２３年度阿波市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億２，１４０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８４億７０万円とするものです。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

 第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正によります。 

 今回の補正予算（第２号）は、普通交付税等が決定したことに伴う補正と当初予算編成

から半年を経過し、その間に生じましたさまざまな事由に対応するための補正予算としま

したので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 ６ページですが、第２表地方債補正です。１番目の追加の分ですが、起債の目的は、農

地債で、限度額１，６５０万円、起債の方法、証書借り入れ、利率は５％以内、償還の方

法は借入先の融通条件による。 

 ２番目の変更ですが、変更となる部分だけを申し上げさせていただきます。記載の目

的、臨時財政対策債、補正前の額９億３５０万円を７，０００万円減額して８億３，３５

０万円に、道路橋梁債、補正前の額１億８，４１０万円を７，７４０万円増額し２億６，

１５０万円に、防災対策事業、補正前の額２，４３０万円を４１０万円増額し２，８４０

万円に、消防債、補正前の額３億４，８２０万円を１，９００万円減額し３億２，９２０

万円に、計補正前の額１４億６，０１０万円を補正後７５０万円減額して１４億５，２６

０万円とするものでございます。 

 それでは、９ページをお願いいたします。 

 ９ページですが、歳入歳出補正予算事項別明細書で主なものを説明させていただきま

す。 

 歳入ですが、２行目から、１０款地方交付税で、補正額４億６，１７０万７，０００円

で、計６９億７，１９９万７，０００円に、１４款国庫支出金で、補正額２，４７７万

円、計２０億４，０２６万３，０００円に、３つ飛びまして、１８款繰入金、補正額８，

９５５万９，０００円で、計１３億１，５８２万７，０００円に、１９款繰越金、補正額

２億２，１１９万８，０００円で、計３億７，１１９万８，０００円に、一番下の歳入合

計になりますが、補正前の額１７５億７，９３０万円で、補正額８億２，１４０万円で、

計１８４億７０万円とするものでございます。 
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 次、１０ページ、次のページをお願いいたします。 

 歳出ですが、２つ飛びまして、３款民生費、補正額３，８７１万３，０００円で、計６

３億６，６２０万４，０００円に、４款衛生費で、補正額２，０９５万９，０００円で、

計１６億８，９７０万１，０００円に、６款の農林水産業費で、補正額１億６，１０５万

８，０００円で、計６億２，８８０万１，０００円に、１つ飛びまして、８款土木費、補

正額２億６，３６８万７，０００円で、計１４億３，７２１万３，０００円に、２つ飛び

まして、１２款公債費で、補正額２，４００万円の減額で、計２１億８，４７３万６，０

００円に、１３款諸支出金で、補正額３億３，７６５万８，０００円で、計９億５，５３

６万８，０００円に、一番下の歳出合計、補正前の額１７５億７，９３０万円で、補正額

８億２，１４０万円で、計１８４億７０万円とするものでございます。 

 次、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １２ページ、歳入の主なものを説明をさせていただきます。 

 まず、１０款地方交付税、１項１目も同じく地方交付税で、補正額４億６，１７０万

７，０００円で、右のページを見ていただきたいんですが、説明欄です、これは普通交付

税でございます。なお、２３年度の普通交付税は７６億７，４７７万円に決定いたしまし

た。次、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目総務費国庫補助金で、補正額２，２０

０万円ですが、右のページで、これは市町村合併推進体制整備費補助金でございます。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 １６ページの左上ですが、１８款繰入金、１項基金繰入金、３目一般廃棄物中間処理施

設対策基金繰入金、補正額８，９００万円です。これは一般廃棄物中間処理施設対策基金

繰入金でございます。 

 続きまして、１９款繰越金、１項１目も同じく繰越金で、補正額２億２，１１９万８，

０００円です。右のページで、これは前年度からの繰越金でございます。これで全額繰越

金を予算化したことになります。 

 ２１款市債、１項市債、２目総務債で、補正額７，０００万円の減額でございます。右

のページを見ていただきたいんですが、これは臨時財政対策債でございます。平成２３年

度の臨時財政対策債が８億３，３５０万円に決定したことに伴い、減額するものでござい

ます。 

 次、１８、１９ページ、次のページをお願いいたします。 

 １８ページ、左上でございます、８目の土木債です。補正額が７，７４０万円です。右
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のページで、これは道路新設改良事業債でございます。 

 続きまして、２２、２３ページをお願いいたします。 

 ２２ページです。ここからは歳出となります。 

 歳出も主なものを説明させていただきます。 

 中ほどになりますが、３款民生費、２項老人福祉費、１目老人福祉総務費で、補正額

２，４８１万５，０００円です。右のページで、この主なものは介護保険特別会計繰出金

で２，４１４万円でございます。 

 続きまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

 ２４ページ中ほどになります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費で、補正額２，０４９万２，０００円です

が、右のページで予防接種委託料で２，０４０万円、これはインフルエンザの予防接種委

託料でございます。 

 続きまして、２６ページ、２７ページをお願いいたします。 

 ２６ページ中ほどよりもちょっと上になりますが、６款農林水産業費、２項農地費、１

目農地総務費で、補正額３，７２４万５，０００円です。右のページで説明させていただ

きます。０１０の農地総務費から７行目になりますが、主なものは県営土地改良事業負担

金で２，３４２万５，０００円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業負担金で４

７１万円、新農業水利システム保全対策事業負担金で２２０万円、農地・水保全管理支払

交付金で３１３万円となります。 

 ３目吉野川北岸農業用水費で、補正額１億１，６６２万５，０００円ですが、右のペー

ジで、これは国営吉野川北岸地区償還助成金でございます。これにつきましては、例年９

月補正でお願いしているものでございます。平成２６年度で終了することになります。 

 続きまして、次のページ、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ２８ページ中ほどになりますが、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費で、補

正額２，６５７万２，０００円ですが、右のページで、この主なものにつきましては、修

繕費の２，３００万円でございます。 

 ３目の道路新設改良費で、補正額１億７８８万７，０００円ですが、右のページで、内

訳につきましては、修繕費で１，４００万円、設計監理委託料で４８０万円、分筆登記等

委託料で５３５万円、工事請負費で６，４６７万７，０００円、公有財産購入費で１，５

２１万円、補償金で３８５万円となっております。 
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 ４目の地方道整備事業費ですが、補正額３，７１６万円ですが、右のページで、内訳

は、設計監理委託料で８００万円の減額です。１つ飛びまして、工事請負費で５００万円

です。次の３１ページを見ていただきたいんですが、３１ページの上のほうです、公有財

産購入費で５００万円、補償費で３，５６６万円でございます。 

 ６款周辺対策事業費で、補正額８，９００万円ですが、右のページで、この周辺対策事

業費ですが、主に吉野町での周辺対策事業に係るものでございます。 

 続きまして、３２ページ、３３ページをお願いいたします。 

 ３２ページ下のほうになりますが、１０款教育費、２項小学校費、２目の教育振興費

で、補正額２５万円と、金額は尐額でございますが、今度新規に小学校で児童運動能力向

上事業としまして、阿波踊りの指導を受けるためのものでございます。報奨金として２５

万円ということになっております。 

 続きまして、３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 ３６ページ、１２款公債費、１項公債費、２目利子、補正額２，４００万円の減額でご

ざいますが、右のページで、これは借入額が確定したことに伴い、長期債利子分を減額す

るものでございます。 

 １３款諸支出金、２項基金費で、１目基金費、補正額３億３，７６５万８，０００円で

すが、右のページで、これは一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金で、２億３，７６５

万８，０００円です。平成２３年度の普通交付税に算入される額が確定したことに伴うも

のでございます。 

 また、基金教育施設整備基金等積立金で、１億円です。今後の教育施設の整備に備える

ためのものでございます。 

 続きまして、次のページ、３８ページをお願いいたします。 

 ３８ページです。この補正予算給与費明細書は、災害時の職員の時間外勤務手当の補正

に伴うものでございます。 

 次のページ、３９ページですが、このページは６ページの地方債の補正の追加と変更に

基づき調書を調製したものでございます。 

 表の一番右側の下、合計欄を見ていただきたいんですが、当該年度末現在高見込み額は

１９３億９，３２０万８，０００円となります。 

 以上、議案第９６号の補足説明とさせていただきます。ご承認くださいますようお願い

いたします。 
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○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９７号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第９７号平成２３年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８５

６万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億１，２６０万

５，０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２３年９月７日提出。阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、一般被保険者並びに退職被保険者等の療養費と特定健

康診査事業費について補正が必要となったためお願いするものでございます。 

 ２ページのほうをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入につきましては、３款２項国庫補助金の補正額が４５０万円、４款１項療養給付費

交付金の補正額が３００万円、１０款１項繰越金の補正額が１，１０６万５，０００円と

なっており、補正額の合計は１，８５６万５，０００円で、補正後の歳入合計額は４８億

１，２６０万５，０００円となっております。 

 次に、３ページ、歳出につきましては、２款１項療養諸費の補正額が１，７８０万円、

８款３項特定健康診査等事業費の補正額が７６万５，０００円となっており、補正額の合

計は１，８５６万５，０００円で、補正後の歳出合計額は４８億１，２６０万５，０００

円となっております。 

 １２、１３ページのほうをお願いいたします。 

 歳出についてですが、療養諸費の内訳といたしましては、一般被保険者療養費、これは

建設国保から遡及加入者の支払い分として額が確定したものですが、この負担金が１，４

８０万円、また退職被保険者等療養費が３００万円となっております。 

 次の特定健康診査等事業費７６万５，０００円につきましては、国保加入者の特定健診

受診率向上を目指し、啓発活動に取り組むため、予算措置をお願いするものでございま

す。 
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 以上、議案第９７号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいま

すようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９８号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 平成２３年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２７９万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億４，６８７万５，０００円とするも

のです。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細でご説明いたします。 

 歳入の主なものは、３款国庫支出金、補正額６，３７０万５，０００円、４款支払基金

交付金、補正額６，１１２万円、５款県支出金、補正額２，５５６万３，０００円、８款

繰入金、補正額５，２１９万６，０００円、補正額合計で２億２７９万６，０００円、補

正後歳入額は４０億４，６８７万５，０００円となっています。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費、補正額２億３６０万円、５款地域支援事業費、補

正額６１万７，０００円、補正額合計で２億２７９万６，０００円、補正後歳出額が４０

億４，６８７万５，０００円となっています。 

 補正の理由といたしましては、介護サービス利用者の増加に伴い、保険給付費について

増額補正をお願いするものです。 

 以上で議案第９８号の補正説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 議長の許可をいただきましたので、議案第９９号平成２３年

度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）について補足説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２３年度阿波市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条の資本的収入及び支出でございますが、収入で８５０万円増額し、１億６，３４
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６万８，０００円とするものです。内訳につきましては、工事負担金８５０万円の増額で

ございます。これにつきましては、平成２３年度吉野川庁舎耕地課経営体御所支線水路工

事に伴う水道管布設がえ工事の負担金の概算でございます。 

 次に、支出は、資本的支出を６，２４６万４，０００円増額し、４億６，５３２万６，

０００円とするものでございます。内訳につきましては、建設改良費６，２４６万４，０

００円を増額するものでございます。 

 支出の内訳でございますが、１目の配水施設費、これは先ほど県の工事の水道管布設が

えの費用でございます、１，５５０万円。 

 ２目の水道施設費、１，６９０万４，０００円、これは主に各施設のポンプの取りかえ

購入費でございます。 

 ３目の取水施設費、これにつきましては市場町の中央制御盤装置の修繕費でございま

す。 

 なお、資本的収入額は、資本的支出額に対し不足する額については、予算第４条本文括

弧書き中、建設改良費６１２万３，０００円を建設改良積立金７，４５７万３，０００円

に改め、過年度損益勘定留保資金３，９５１万４，０００円に改め、資本的支出の予定額

を補てんするものでございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただけますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１００号の補足説

明をさせていただきます。 

 議案第１００号阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正について。従来の放送関係の法律は、放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関す

る法律、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法の４つに分かれておりました

が、大幅な統廃合が図られ、放送法に一本化され、放送法等の一部を改正する法律（平成

２２年法律第６５号）が施行されました。そのため、この根拠法令に基づく阿波市ケーブ

ルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一部改正をするものでございます。 

 具体的には、条例の第１条は、施設の設置に関するものですが、第１条第１項中、有線

テレビジョン放送（昭和４７年法律第１１４号）に規定する有線テレビジョン放送施設と

してを有線テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和２５年法
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律第１３２号）第２条第１８号に規定するテレビジョン放送をいう）の用に供する施設と

してに改めるものです。 

 第５条は、放送番組審議会に関するものですが、第５条第１項中、有線テレビジョン放

送法第１７条で準用する放送法（昭和２５年法律第１３２号）第３条の４を放送法第６条

第１項に改めるものでございます。 

 なお、この条例は公布の日から施行となります。 

 以上、議案第１００号の補足説明とさせていただきます。ご承認いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村賢司君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０１号、議案第

１０２号の補足説明をさせていただきます。 

 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

てでございます。 

 今回の改正は、国のスポーツ基本法の８月２４日施行に伴い、条例の一部を改正するも

のであります。 

 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年４月

１日条例第４０号）の一部を次のように改正する。別表の括弧第２条関係中、体育指導委

員をスポーツ推進委員に改めるとしております。 

 この条例は、公布の日から施行するものといたしております。 

 次に、議案第１０２号の阿波市立学校施設使用条例の一部改正について。 

 この改正につきましても、国のスポーツ基本法の８月２４日施行に伴い、条例の一部を

改正するものであります。 

 阿波市立学校施設使用条例（平成１７年４月１日条例第８９号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中、スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）をスポーツ基本法（平成２３

年法律第７８号）に改めるものであります。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行とすることといたしております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１０３号の補
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足説明をさせていただきます。 

 議案第１０３号阿波市土柱休養村温泉の指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるというものでございます。 

 平成２３年９月７日提出。阿波市長。 

 １、施設の名称、阿波市土柱休養村温泉。２、指定管理者、阿波市阿波町小倉４５７番

地１、有限会社大塚クリーンリネス、代表者大塚聖一。３、指定の期間、平成２４年４月

１日から平成２７年３月３１日とするものでございます。 

 阿波市土柱休養村温泉につきましては、今年４月１日から施設改修工事のために休館を

いたしております。今年度中に改修工事を終え、平成２４年４月１日からは民間事業者に

指定管理することで管理運営を行っていきたいと考えております。 

 それで、平成２４年４月１日からの運営再開に向け、このたび指定管理者の募集を行

い、２団体から応募をいただきました。先月８月８日に指定管理者選定委員会を開催し、

指定管理候補者として、有限会社大塚クリーンリネスを選定をいたしました。有限会社大

塚クリーンリネスにつきましては、会社の所在が阿波町の小倉というふうなことで、土柱

休養村温泉のすぐ近くに位置する地元の会社でございます。会社は、現在解体事業とか廃

棄物の処理事業を中心に行っておりますが、今後は土柱休養村温泉の経営も行っていきた

いというふうなことでございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。ご審議をいただきまして、ご承認賜りますよう

よろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） すべての補足説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時２３分 休憩 

            午前１１時３５分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで日程第５、議案第８５号平成２２年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について

から日程第１５、議案第９５号平成２２年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの

１１件について代表監査委員の報告を求めます。 

 安友代表監査委員。 

○代表監査委員（安友治夫君） 失礼します。 



- 26 - 

 ７月２２日に始めまして、３日間ほどかけまして、一般会計、特別会計、水道事業会計

につきまして監査を行っております。率直な感想を述べさせていただきますと、阿波市の

行財政につきましては非常に順調に運営されているということを感じることができまし

た。ただ、ご承知のように、今、国内外、特に大災害とかムーディーズの国債の格下げと

か、それから極端な円高とか、そういった問題が抱えておりますので、阿波市の場合は、

どこの自治体も同じなんですけども、いわゆる三割自治ということで国への依存度が非常

に高い、そういう中では強いアゲンストが吹いているような状態だと思いますので、今後

とも着実な財政運営が引き続き求められるというふうに思っております。 

 なお、監査についての、我々が監査をしながら気がついたこと、ここにちょっと問題が

あるんではないかというふうな点につきましては、さらに意見書のほうに記載してござい

ます。お手数と思いますけれども、よくごらんいただいて、ご吟味をいただきたいと思っ

ております。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（吉田 正君） 以上で決算報告が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第８５号平成２２年度阿波市一般会計歳入

歳出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８５号は、８人の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたしたいと思います。 

 委員に、樫原伸君、藤川豊治君、江澤信明君、松永渉君、木村松雄君、阿部雅志君、岩

本雅雄君、吉川精二君、以上８人を指名いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８人の

諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 
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 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定していた

だきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時４０分 休憩 

            午前１１時４２分 再開 

（代表監査委員 安友治夫君 退席 午前１１時４０分） 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に吉川精二君、副委員長に江澤信明

君が選任されましたので、報告をいたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、１５日午前１０時より代表質問、一般質問でありますので、本日はこれをもっ

て散会いたします。 

            午前１１時４３分 散会 

 


